
１　重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法について

棚卸資産の期末評価は、最終仕入単価にもとづく原価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法について

什器備品・・・・・定率法

所有権移転ファイナンス・リース取引にかかるリース資産・・・・・定率法

所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産・・・・リース期間定額法

(3) 引当金の計上基準について

[退職給付引当金]

[賞与引当金]

(4) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

２　採用した会計基準

３　基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

＜基本財産＞

定期預金 (公益会計） 3,000,000 0 0 3,000,000

小計 3,000,000 0 0 3,000,000

＜特定資産＞

退職給付引当資産 (公益会計） 101,650,618 12,684,000 55,762,320 58,572,298

美術館事業実施積立資産 (公益会計） 59,712,893 16,000,000 14,959,938 60,752,955

施設整備積立資産 (公益会計） 21,000,892 0 0 21,000,892

文化振興基金積立資産 (公益会計） 25,198,059 0 0 25,198,059

庭園整備積立資産 (公益会計） 746,714 0 746,714 0

地域文化活性化事業積立資産 (公益会計） 12,613,211 0 0 12,613,211

什器備品等購入・修繕積立資産 (収益会計） 4,900,000 0 3,300,000 1,600,000

225,822,387 28,684,000 74,768,972 179,737,415

228,822,387 28,684,000 74,768,972 182,737,415

財務諸表に対する注記 
公益財団法人　久留米文化振興会

2023年3月31日現在

当法人は、公益法人会計基準（平成20年4月11日　令和2年5月15日改正　内閣府公益認定等委員会）及び同実務指針

（平成28年3月22日　平成31年3月19日改正日本公認会計士協会）を採用している。なお、会計区分は移行認定に係

る行政庁からの決定処分にもとづいている。

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる
期末自己都合要支給額を計上している。

職員の夏期一時金給付に備えるため、当期末における賞与給付債務に基づき、当期末において発生していると認め
られる期末賞与要支給額を計上している。

公益法人会計基準(平成20年4月11日、令和2年5月15日改正　内閣府公益認定等委員会）を採用している。

小計

合計



４　基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目 当期末残高 （うち指定正味財
産からの充当額）

（うち一般正味財
産からの充当額）

（うち負債に対
応する額）

＜基本財産＞

定期預金 (公益会計） 3,000,000 0 3,000,000 -

小計 3,000,000 0 3,000,000 0

＜特定資産＞

退職給付引当資産 (公益会計） 58,572,298 0 0 58,572,298

　 美術館事業実施積立資産 (公益会計） 60,752,955 0 60,752,955 0

施設整備積立資産 (公益会計） 21,000,892 0 21,000,892 0

文化振興基金積立資産 (公益会計） 25,198,059 0 25,198,059 0

地域文化活性化事業積立資産 (公益会計） 12,613,211 0 12,613,211 0

什器備品等購入・修繕積立資産 (収益会計） 1,600,000 0 1,600,000 0

179,737,415 0 121,165,117 58,572,298

182,737,415 0 124,165,117 58,572,298

５　固定資産の取得価額及び除却額、減価償却累計額、当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高

＜その他の固定資産＞

什器備品 53,061,878 48,826,763 4,235,115

リース資産 68,380,536 48,215,392 20,165,144

固定電話加入権 72,800 0 72,800

121,515,214 97,042,155 24,473,059

６　補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。 (単位：円)

補助金等の名称 交付者 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

久留米市 0 295,355,249 295,355,249 0

(公財)石橋財団 0 30,000,000 30,000,000 0

0 325,355,249 325,355,249 0

７　指定正味財産から一般正味財産への振替額指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

　(単位：円)

内　　　　容 金　　額

経常収益への振替額

目的達成による指定解除額 (公益会計） 746,714

746,714

合計

小計

合計

合計

久留米市補助金

石橋財団助成金

合計


